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保険証廃止に伴う本市国民健康保険の対応について



保険証廃止に伴う本市国民健康保険の対応について

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和５年６月９日に公布され、令和６年12月２
日から従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。

（４）短期有効期限被保険者証、被保険者資格証明書の廃止
・ 保険料を滞納している被保険者に対して交付していた、短期有効期限被保険者証、被保険者資格証明書の仕組み

は廃止。被保険者資格証明書の交付に代えて、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う - 1 -

○ 本市国民健康保険の対応

（１）保険証に係る経過措置
・ 令和６年12月１日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限が到来するまで有効

⇒ 令和６年11月に最後の一斉更新を実施（有効期間：R6.11.1～R7.10.31）

（２）「資格確認書」の交付
・ 保険証廃止後は、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、

       引き続き保険診療を受けることができるよう、申請に基づき「資格確認書」を交付する

・ ただし、令和５年12月22日付け、国通知により、当分の間、保険証利用登録をされたマイナンバーカード
（以下「マイナ保険証」という。）を保有していない方等に対して、本人の申請によらず保険者が交付する運用
とする旨が通知されており、本市においても事務連絡に沿った取扱い（職権で交付する）としている

（３）「資格情報のお知らせ」の交付
・ 保険証の廃止に伴い、マイナ保険証を保有している方は「マイナ保険証」により医療機関を受診していただく

ことになるが、ご自身の資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合変更時等に、Ａ４型の
「資格情報のお知らせ」を交付する

・ なお、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等においても、マイナ保険証とともに「資格情報のお知
らせ」を提示することで保険診療を受けることが可能とされている



本市国保における各証等の交付スケジュール

R6年 R7年 R8年 R9年

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

紙の保険証廃止
（国制度改正）

資格確認書
（マイナ保険証を保有し
ていない方など）

資格情報のお知らせ
（マイナ保険証を保有し
ている方）

高齢受給者証

紙の保険証

マイナ保険証

経過措置期間

12/2 紙の保険証廃止

一斉交付

更新

随時・新規交付

随時・新規交付

更新 更新

（更新サイクル）70～74歳：8/1～7/31（1年間）

～69歳：有効期限なし ※
※：記載内容に変更が生じた場合のみ再交付する

一斉交付

随時・新規交付

更新 更新

更新 更新 更新

12/2～新規加入者等（マイナ保険証の利用

登録者を除く）は資格確認書を交付

利用登録

利用登録解除

マイナ保険証を持っていない被保険者のみ
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※オンライン資格確認はR３年10月20日から開始

最大で12/1まで

更新

（更新サイクル）11/1～10/31（1年間）

最終更新
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資格確認書

公印交付者名 大阪市

大 阪 府

国民健康保険
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マイナ保険証に関する現状

マイナンバーカードの保有者

10月末：9,449万人（ 9,168万人）、全人口の75.7% （73.1％）
保有率向上

携行率向上
マイナンバーカードの携行者

8月：カード保有者の約50％（約40％）

①マイナンバーカードの保有状況

③マイナンバーカードの携行状況

マイナ保険証の登録者

10月末：7,747万人（ 7,143万人）、カード保有者の82.0%（ 77.9% ）

②マイナ保険証の登録状況 ※（

④マイナ保険証の利用状況

登録率向上

12,488万人

取
得

登
録

携
行

利
用

（マイナ保険証登録者）（カード保有者）（マイナ保険証の利（マイナ保険証
用経験がある者） の携行者）

カード保有者の約40% カード保有者の約50% 7,747万人 9,449万人

（R6.1.1時点の住基人口）

※（ ）内は２月時点

）内は１月末時点

※（ ）内は１月末時点

※（ ）内は２月時点

10月：3,412万件（838万件）、15.67%（4.99%）

マイナ保険証の利用実績※（ ）内は２月時点

マイナンバーカード保有者
の利用経験（Web調査）
8月：約5人に2人（約4人に1人）

利用率向上

（参考）マイナ保険証の利用者数（10月）：1,657万人、
（同月の医療機関受診者（マイナ保険証登録者）に占める割合は39.6%（推計値））

※ R6.11.21 第186回「社会保障審議会医療保険部会」資料より抜粋 - 8 -
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